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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第３四半期連結
累計期間

第35期
第３四半期連結
累計期間

第34期
第３四半期連結
会計期間

第35期
第３四半期連結
会計期間

第34期

会計期間

自平成22年
１月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
１月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
12月31日

売上高（千円） 5,578,2157,990,7821,527,5293,138,8968,251,017

経常利益(△は損失)（千円） △66,405　 270,898　 △123,840 136,292 △3,316

四半期（当期）純利益(△は純損

失)（千円）
△106,030 271,150△243,199 141,074△39,132

純資産額（千円） － － 4,966,9655,168,5955,031,541

総資産額（千円） － － 7,676,8548,713,9397,616,100

１株当たり純資産額（円） － － 418.09 434.78 423.53

１株当たり四半期（当期）純利益

金額(△は純損失金額)（円）
△8.95 22.84 △20.50 11.88 △3.30

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 22.79 － 11.85 －

自己資本比率（％） － － 64.6 59.3 66.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
546,285 259,541 － － 274,897

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
602,074 △9,682 － － 573,105

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△643,273 158,795 － － △635,613

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,929,6602,042,3391,637,474

従業員数（人） － － 127 125 125

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第34期第３四半期連結累計期間、第34期第３四半期連結会計期間及び第34期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるた

め記載しておりません。

 

EDINET提出書類

ＹＫＴ株式会社(E02932)

四半期報告書

 2/30



２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 125     

　（注）従業員数は、就業人員であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 95     

　（注）従業員数は、就業人員であります。　　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

 該当事項はありません。

(2)仕入実績

 当第３四半期連結会計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。　

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日
　 至 平成23年９月30日)

前年同四半期比（％）

電子機器及び工作機械等（千円） 2,792,447 －

光電子装置（千円） 98,731 －

合計（千円） 2,891,178 －

　（注）　仕入高には消費税等は含まれておりません。

(3)受注状況

 当第３四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

電子機器及び工作機械等 2,487,293 － 3,420,137 －

光電子装置 124,680 － 97,995 －

合計 2,611,973 － 3,518,132 －

　（注）１．受注高及び受注残高は販売金額によっております。なお、受注高には条件変更、為替変動等に伴う金額調整分

を含めております。

２．受注高及び受注残高には、消費税等は含まれておりません。
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(4)販売実績

 当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日
　 至 平成23年９月30日)

前年同四半期比（％）

電子機器及び工作機械等（千円） 3,037,175 －

光電子装置（千円） 101,721 －

合計（千円） 3,138,896 －

　　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販

売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

チャイリース・リソーシス・テク

ノロジー社（台湾）
297,744 19.5 569,520 18.1

３.本表の金額には消費税等は含まれておりません。　

　

２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。 

なお、前連結会計年度まで、営業損失が継続していたため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しておりましたが、業績の回復から、当第３四半期連結会計期間より当該状況は解消されたと判断しております。

　

３【経営上の重要な契約等】

  当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、震災後の製造業のサプライチェーンの復旧により生産が回復

したこと、新興国需要を中心に輸出が伸長したことにより、景気は緩やかながら回復基調で推移しました。

  当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、設備投資が回復傾向にあり、この

環境のもと、自動車関連を中心とした工作機械と電子機器の輸出販売が堅調に推移した結果、連結売上高は31億３

千８百万円（前年同期比105.5％増）となりました。損益面では売上高の増加により営業利益１億１千８百万円

（前年同期は１億２千８百万円の営業損失）、経常利益１億３千６百万円（前年同期は１億２千３百万円の経常損

失）、四半期純利益１億４千１百万円（前年同期は２億４千３百万円の四半期純損失）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（電子機器及び工作機械等）　

電子部品実装機を中心とした電子機器は、世界的なスマートフォン需要の増大に向けて、中華圏（台湾、中国）の

電機各社が設備投資を加速したことにより輸出需要が増加しました。また、国内向けの工作機械等でも自動車業界

を中心に設備投資需要が回復したことにより、当セグメントの売上高は30億３千７百万円、営業利益は１億１千８

百万円となりました。 

（光電子装置）　

光電子装置の販売は、前期販売実績の大きかった光アンプ販売が減少した結果、当セグメントの売上高は１億１

百万円、営業利益は０百万円となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は第２四半期連結会計期間末

に比べ９億３百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は20億４千２百万円となりました。各キャッシュ・

フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は６億８千７百万円（前年同期は４億９千１百万円の使用）となりました。これは

主として、税金等調整前四半期純利益が１億３千７百万円になったことと、売上高の増加に伴い、売上債権の増加額

が４億３千８百万円になったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は６百万円（前年同期は３億９千２百万円の獲得）となりました。これは主とし

て、無形固定資産の取得による支出３百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は２億２千６百万円（前年同期は１億９千３百万円の使用）となりました。これは

主として、長期借入による収入２億円及び社債の発行による収入２億円があったことによるものです。　

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
　

（平成23年11月11日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 11,888,740 11,888,740

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数100株

計 11,888,740 11,888,740 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成17年３月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個） 27

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,240（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　1

新株予約権の行使期間
自　平成17年６月２日

至　平成37年６月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1

1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた

会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記

の取締役を退任した翌日（以下、「権利行使開始日」とい

う。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日まで

の間に限り、新株予約権を行使できる。

 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死

亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できる。

 (4)各新株予約権１個当たりの一部行使は認めない。

 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」において定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とす

る。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 （注）　当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目

的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使され

ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたしま

す。
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平成17年３月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 144,000（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　375

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月１日

至　平成24年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

375

188

新株予約権の行使の条件

 (1)対象者は、権利行使時においても、当社または当社の子

会社の役員（取締役または監査役）もしくは従業員の地

位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退

職、転籍、その他取締役会が正当な理由があると認めた場

合はこの限りでない。

 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

 (3)対象者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めら

れないものとする。

 (4)各新株予約権１個当たりの一部行使は認めない。

 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締

結する「新株予約権割当契約」において定めるところに

よる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とす

る。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

 （注）　当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目

的たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使され

ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたしま

す。
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平成18年３月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個） 42

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,200（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　1

新株予約権の行使期間
自　平成18年６月２日

至　平成38年６月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1

1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた

会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記

の取締役を退任した翌日（以下、「権利行使開始日」とい

う。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日まで

の間に限り、新株予約権を行使できる。

 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死

亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できる。

 (4)各新株予約権１個当たりの一部行使は認めない。

 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」において定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とす

る。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

　(注) 　当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたしま

す。
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② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成19年３月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個） 47

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,700（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　1

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月２日

至　平成39年６月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1

1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた

会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記

の取締役を退任した翌日（以下、「権利行使開始日」とい

う。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日まで

の間に限り、新株予約権を行使できる。

 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死

亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できる。

 (4)各新株予約権１個当たりの一部行使は認めない。

 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」において定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とす

る。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

　(注) 　当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたしま

す。
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平成20年３月26日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個） 60

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,000（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　1

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月２日

至　平成40年６月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

1

1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた

会社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、この場合対象者は、対象者が上記

の取締役を退任した翌日（以下、「権利行使開始日」とい

う。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日まで

の間に限り、新株予約権を行使できる。

 (2)新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

 (3)対象者が死亡した場合、その相続人は、当該取締役が死

亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できる。

 (4)各新株予約権１個当たりの一部行使は認めない。

 (5)この他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」において定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を必要とす

る。

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

　(注) 　当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されて

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てます。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものといたしま

す。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年７月１日～ 

平成23年９月30日
－ 11,888 － 1,385,709 － 1,373,361
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（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

　

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   　10,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,798,700 117,987 －

単元未満株式 普通株式  　 79,840 － －

発行済株式総数 11,888,740 － －

総株主の議決権 － 117,987 －

 

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ＹＫＴ株式会社
東京都渋谷区代々木五丁目

７番５号
10,200 － 10,200 0.09

計 － 10,200 － 10,200 0.09

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 182 292 239 190 172 196 194 171 157

最低（円） 143 148 89 139 144 148 164 136 140

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。　　　　　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平

成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東光監査法人

による四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

ＹＫＴ株式会社(E02932)

四半期報告書

15/30



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,052,245 1,644,677

受取手形及び売掛金 1,734,106 1,299,000

商品 875,138 643,592

その他 514,082 428,451

貸倒引当金 △1,663 △2,281

流動資産合計 5,173,908 4,013,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 506,853

※
 530,770

土地 1,741,611 1,741,611

その他（純額） ※
 65,381

※
 89,953

有形固定資産合計 2,313,846 2,362,335

無形固定資産

その他 13,592 13,304

無形固定資産合計 13,592 13,304

投資その他の資産

投資有価証券 97,511 97,990

投資不動産（純額） ※
 737,027

※
 749,300

差入保証金 312,623 315,439

その他 65,430 195,850

貸倒引当金 － △131,559

投資その他の資産合計 1,212,592 1,227,021

固定資産合計 3,540,031 3,602,660

資産合計 8,713,939 7,616,100
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,124,726 623,493

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 313,540 463,006

1年内償還予定の社債 164,200 100,200

未払法人税等 17,666 14,918

賞与引当金 42,369 －

その他 700,061 484,913

流動負債合計 2,762,564 2,086,532

固定負債

長期借入金 344,705 111,145

社債 235,600 199,800

退職給付引当金 174,879 165,206

その他 27,595 21,875

固定負債合計 782,779 498,026

負債合計 3,545,344 2,584,558

純資産の部

株主資本

資本金 1,385,709 1,381,582

資本剰余金 1,997,995 1,997,995

利益剰余金 1,902,700 1,655,270

自己株式 △3,135 △3,087

株主資本合計 5,283,270 5,031,762

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,803 8,087

繰延ヘッジ損益 △102,519 △1,698

為替換算調整勘定 △24,068 △14,828

評価・換算差額等合計 △118,784 △8,438

新株予約権 4,108 8,217

純資産合計 5,168,595 5,031,541

負債純資産合計 8,713,939 7,616,100
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 5,578,215 7,990,782

売上原価 4,508,775 6,527,302

売上総利益 1,069,440 1,463,480

販売費及び一般管理費 ※
 1,170,893

※
 1,229,700

営業利益又は営業損失（△） △101,453 233,779

営業外収益

受取利息 11,707 5,952

受取配当金 4,180 3,590

仕入割引 17,928 26,199

不動産賃貸料 25,353 25,353

その他 19,209 9,855

営業外収益合計 78,379 70,950

営業外費用

支払利息 21,442 13,265

不動産賃貸費用 17,272 15,679

その他 4,616 4,887

営業外費用合計 43,331 33,832

経常利益又は経常損失（△） △66,405 270,898

特別利益

投資有価証券売却益 63,896 －

貸倒引当金戻入額 220 1,678

特別利益合計 64,117 1,678

特別損失

貸倒引当金繰入額 15,400 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,695

投資有価証券評価損 57,000 －

特別損失合計 72,400 1,695

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△74,687 270,880

法人税、住民税及び事業税 7,453 17,626

法人税等調整額 23,889 △17,896

法人税等合計 31,342 △269

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,030 271,150
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 1,527,529 3,138,896

売上原価 1,259,823 2,606,845

売上総利益 267,706 532,050

販売費及び一般管理費 ※
 396,678

※
 413,445

営業利益又は営業損失（△） △128,971 118,604

営業外収益

受取利息 2,059 1,993

受取配当金 457 457

仕入割引 5,385 9,415

不動産賃貸料 8,451 8,451

その他 2,152 7,638

営業外収益合計 18,505 27,956

営業外費用

支払利息 6,287 5,105

不動産賃貸費用 4,622 4,091

その他 2,465 1,071

営業外費用合計 13,374 10,267

経常利益又は経常損失（△） △123,840 136,292

特別利益

貸倒引当金戻入額 △22 1,365

特別利益合計 △22 1,365

特別損失

貸倒引当金繰入額 15,400 －

投資有価証券評価損 57,000 －

特別損失合計 72,400 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△196,263 137,658

法人税、住民税及び事業税 3,495 33

法人税等調整額 43,440 △3,449

法人税等合計 46,935 △3,415

四半期純利益又は四半期純損失（△） △243,199 141,074
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△74,687 270,880

減価償却費 54,989 58,885

受取利息及び受取配当金 △15,888 △9,542

支払利息 21,442 13,265

売上債権の増減額（△は増加） 268,824 △482,410

たな卸資産の増減額（△は増加） △287,244 △233,071

仕入債務の増減額（△は減少） 395,412 522,576

その他 195,601 138,225

小計 558,449 278,809

利息及び配当金の受取額 16,888 7,480

利息の支払額 △19,136 △14,046

法人税等の支払額 △9,916 △12,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 546,285 259,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,250 △6,302

無形固定資産の取得による支出 △220 △3,279

投資有価証券の売却による収入 183,611 －

差入保証金の回収による収入 400,701 －

その他 19,232 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー 602,074 △9,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500,000 －

短期借入金の返済による支出 △800,000 －

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △641,417 △415,906

社債の発行による収入 300,000 200,000

社債の償還による支出 － △100,200

配当金の支払額 △1,366 △23,257

その他 △490 △1,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △643,273 158,795

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,287 △3,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 500,798 404,865

現金及び現金同等物の期首残高 1,428,861 1,637,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,929,660

※
 2,042,339
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用　 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が166千円、税金

等調整前四半期純利益は,1,861千円減少しております。また当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は1,695千円であります。　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１．棚卸資産の評価方法 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を

省略し第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算定しております。

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の

算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異の発生状況に著しい変化が認められない場合には、前

連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法により算定しております。

　　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 974,919千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 921,229千円

投資不動産の減価償却累計額　 　61,115千円

 

投資不動産の減価償却累計額 48,842千円

 

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当 416,886千円

賞与引当金繰入額 41,700千円

 

給与手当 405,072千円

賞与引当金繰入額 42,369千円

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給与手当 139,215千円

賞与引当金繰入額 41,700千円

 

給与手当 133,910千円

賞与引当金繰入額 42,369千円

 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,935,962千円

預け入れ期間が６ヶ月を超える定期

預金
△6,302千円

現金及び現金同等物 1,929,660千円

　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,052,245千円

預け入れ期間が６ヶ月を超える定期

預金
△9,905千円

現金及び現金同等物 2,042,339千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　

平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式11,888,740株 

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式10,409株 

 

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　4,108千円 

 

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月28日

定時株主総会
普通株式 23,720 2.00平成22年12月31日平成23年３月29日利益剰余金

　

(2)基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

　該当事項はありません。

　　　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機械

及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。 

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

当社グループは設備機械の販売商社として、同一セグメントに属する電子機器、工作機械、測定機器、産業機械

及び光電子部品の販売を行っており、当該事業以外に種類がないため該当事項はありません。 

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める国内事業の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 536,628 － 536,628

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 1,527,529

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
35.1 － 35.1

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

（1）アジア…………………………台湾、中国

（2）その他の地域…………………米国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,169,879 673 2,170,552

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 5,578,215

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
38.9 0.0 38.9

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により、区分しております。

２. 各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

（1）アジア…………………………台湾、中国

（2）その他の地域…………………米国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象としているもので

あります。

　当社グループは、主として、電子部品実装機を中心とした電子機器や金属加工目的の工作機械等の生産設備

及び製品の形状測定を行う測定機器の販売、ならびに光通信、レーザー関連の光電子装置の販売を行ってお

り、これらの事業を行っている当社グループの親会社及び子会社を基礎とした製品別のセグメントから構成

した事業セグメントを集約した「電子機器及び工作機械等」と「光電子装置」を報告セグメントとしてお

ります。

　「電子機器及び工作機械等」は、主として国内メーカーの電子部品実装機（チップマウンタ、ＬＣＤボンダ

等）等の電子機器の販売、海外メーカーの工作機械（工具研削盤、平面研削盤等）、測定機器、産業機械等の

生産設備の販売をしております。

　「光電子装置」は、光通信関連の光アンプとその他部品、研究用レーザー機器及びレーザー加工装置等の販

売をしております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年９月30日） 

（単位：千円）

　

　

電子機器及び

工作機械等
光電子装置 計

調整額

（注）1

四半期連結損益

計算書計上額

（注）2

売上高　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 　7,615,346　375,4367,990,782　－ 　7,990,782

　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 73 73 △73 －

計 7,615,346375,5097,990,855△73 7,990,782

セグメント利益 216,682 16,449 233,132　 647 233,779　

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去647千円が含まれております。

　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　当第３四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日） 

（単位：千円）

　

　

電子機器及び

工作機械等
光電子装置 計

調整額

（注）1

四半期連結損益

計算書計上額

（注）2

売上高　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 　3,037,175　101,7213,138,896　－ 　3,138,896

　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 3,037,175101,7213,138,896－ 3,138,896

セグメント利益 118,463 409　 118,873　 △268 118,604　

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去△268千円が含まれております。

　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 434.78円 １株当たり純資産額 423.53円

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △8.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については潜

在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額　 22.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

　

　

 22.79

　

円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失金額
  

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △106,030 271,150

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△106,030 271,150

期中平均株式数（株） 11,847,451 11,873,001

　         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 23,904

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―

 

―
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △20.50円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については潜

在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額　 11.88円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額

　

　

 11.85

　

円

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失金額
  

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △243,199 141,074

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△243,199 141,074

期中平均株式数（株） 11,860,652 11,878,361

　         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 23,904

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―

 

―

 

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

　

２【その他】

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月１日

ＹＫＴ株式会社

取締役会　御中

東光監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　明充　　印　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 勝　伸一郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＹＫＴ株式会社の平

成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＹＫＴ株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管してあります。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年11月７日

ＹＫＴ株式会社

取締役会　御中

東光監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　明充　　印　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 勝　伸一郎　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＹＫＴ株式会社の平

成23年１月１日から平成23年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＹＫＴ株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管してあります。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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